
2023.12 市報 ぎょうだ

　固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の登記簿または課税台帳
に登録されている方に課税されます。このため、売買などを行っていても、
年内に所有権移転登記などが済んでいない場合は、前の所有者に課税され
ますので、ご注意ください。
　また、家屋を取り壊した場合には、次のとおり手続きを行ってください。
《登記家屋》
①法務局への手続きが完了している場合
　 法務局から市役所に通知 → 現地確認 → 課税台帳から削除
②法務局への手続きが完了していない場合
市役所に家屋取壊届出書を提出 → 現地確認 → 課税台帳から削除

《未登記家屋》
市役所に家屋取壊届出書を提出 → 現地確認 → 課税台帳から削除
　これらの手続きが行われない場合には、家屋の取り壊しが確認できない
ことがあります。
▶問い合わせ　同課資産税グループ(内線234)
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行政のお知らせ

令和6年1月から市内循環バス「西循環コース・南大通り線コース」の
運行ダイヤを見直します

　市内では、留守中の家屋に侵入し窃盗を行う「空き巣」、
住民が就寝中や目を離している間に窓・ドアなどの施錠
されていない箇所から気づかれないように侵入して窃盗
を行う「忍び込み」、「空き家を狙った侵入窃盗」が多発
しています。特にこれからの季節は日の落ちる時間が早
いことから、犯罪が多くなる傾向にあります。

空き巣・忍び込みへの対策
　鍵のかかっていないまたは1つしか鍵のないドア・窓
などは、防犯上の対策が不十分で人目に付きづらい箇所
が狙われています。ごみ捨てや近所への訪問、自宅敷地
内での農作業など短時間・短距離であっても必ず施錠す
る習慣をつけましょう。また、補助錠や防犯フィルムの
取り付け、音のなる防犯砂利を敷地内に敷設し、犯行に
時間を要する犯人の嫌がる環境を作りましょう。

空き家を狙った犯罪への対策
　長期間、人のいない空き家を狙って、屋外に設置され

たエアコンの室外機や家屋内の家財道具が盗まれていま
す。建物所有者や管理者による空き家への定期的な見回
りを行い、新聞などの郵便物を溜めないようにしましょ
う。

　日頃からの対策として、犯人にとって侵入窃盗のし
づらい環境をつくることが大切です。不審な人物を見
かけた際は、迷わず110番または行田警察署(☎553―
0110)に連絡しましょう。
　なお、市ホームページでは「地域安全ニュース浮き城」
として、行田警察署協力のもと地区別の犯罪認知件数や
最新手口への対策方法などを発信していますので、ぜひ
ご覧ください。

▶ 問い合わせ　地域活動推進課くらし
安心(防犯)グループ(内線211)

　バス、タクシーなどの乗務員の労働時間に上限を設ける改善基準告示が令和6年4月から適用されることなどを背景
に、全国的に乗務員不足が深刻化しています。そのため、市内循環バスも、運行ダイヤの見直しが必要となったことから、
利用実態も踏まえ、令和6年1月4日から西循環コースと南大通り線コースの運行ダイヤを次のとおり改正します。
　なお、東循環コース、北東コース、北西コース、観光拠点循環コースの運行ダイヤに変更はありません。
＜見直しの内容＞
　(1)西循環コース：平日ダイヤ(月～金曜日)の見直しおよび土日祝日ダイヤの導入
　(2)南大通り線コース：土日祝日ダイヤの導入
＜見直し後の運行ダイヤ(令和6年1月4日～ )＞※年末年始(12月29日～ 1月3日)は運休

空き巣・忍び込み・空き家を狙った侵入窃盗にご注意を

　10月18日、「みらい」文化ホールで、行田市防犯協
会主催の令和5年度防犯のまちづくり・暴力追放市民大
会が行われました。　
　同大会では、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実
現を願い、行田市防犯協会副会長の小池利昌さんが、警
察をはじめとする関係団体、そして地域が一丸となって、
「犯罪のない社会づくり」に取り組んでいくことを宣言
されました。また、行田市防犯協会会長の行田市長およ
び同協会顧問の石合龍也さんから地域の安全に努める地
域安全功労者11人・団体1団体、防犯ポスター優秀賞
10人の方々が表彰されました。
▶ 問い合わせ　地域活動推進課くらし安心(防犯)グルー
プ（内線211）

　 10月17日、行田市交通安全母の会会長の金子かん
奈さんから、行田市長に知事からのメッセージが伝えら
れました。知事からは、市町村と協力し、県民全体に交
通安全意識が浸透するよう努めていくことや、市町村が
「地域における交通事故死ゼロ」を目指し、交通安全対
策を推進するよう願っているとのメッセージがありまし
た。
　行田市長からは、金子会長へ伝達のお礼と日頃の活動
に対する感謝が述べられ、また子どもをはじめとした自
転車利用者のヘルメット着用が広がるよう、10月1日
から開始した自転車用ヘルメット購入費補助制度を活用
してもらいたいと伝えられました。
▶問い合わせ　交通対策課交通安全グループ(内線283)

防犯のまちづくり・暴力追放
市民大会が開催されました

知事から行田市長へ交通安全啓発
メッセージが伝達されました

知事からのメッセージを読み上げる金子かん奈会長（右）「官民一体の安全・安心なまちづくり」について話す行田市長
平日(月～金) 土日祝日

5時 56
6時 41 56 50
7時 28 35
8時 03 50 20
9時 15 40※ 40
10時 05 30※ 30※
11時 15 45※ 15
12時 10 50※ 50※
13時 40 40
14時 20※ 45 25※
15時 10※ 40※ 45※
16時 10※ 55※ 40※
17時 25※ 40※ 40※
18時 15※
19時 00※ 45※

西循環コース
(忍城バスターミナル発)

平日(月～金) 土日祝日
6時 00 30 33
7時 00 30 33
8時 00 30 33
9時 30
10時 30 05
11時 30 05
12時 30
13時 30 05
14時 30 05
15時 30 05
16時 30 35
17時 00 30 35
18時 00 30 35
19時 00 30

南大通り線コース
(工業団地発)

平日(月～金) 土日祝日
6時 30
7時 00 30 00
8時 00 30 00
9時 00 00
10時 00 30
11時 00 30
12時 00
13時 00 30
14時 00 30
15時 00 30
16時 00
17時 00 30 00
18時 00 30 00
19時 00 30 00
20時 00

南大通り線コース
(JR行田駅発)

無印…左回り、※…右回り

　停留所ごとの新しい時刻表は、市ホーム
ページでもご覧いただける他、交通対策課や
各公民館などでも配布しています。

　市では固定資産税賦課のため法務
局から取得した不動産登記情報をも
とに土地・家屋台帳を作成し、閲覧を
行ってきましたが、土地・家屋所有者
の個人情報保護の観点から、令和6年
3月31日をもって、土地・家屋台帳
の閲覧を廃止することにしました。
　今後、市内の土地・家屋の登記情
報を調べる際には、さいたま地方法
務局熊谷支局の窓口で請求するか、
インターネットによる登記情報提供
サービスをご利用ください。
▶ 問い合わせ　税務課資産税グルー
プ(内線233)

土地台帳・家屋台帳
の閲覧を廃止します

固定資産税・都市計画税は1月1日が基準日です

　朝日自動車株式会社が運行している路線バス吹
上線（佐間経由・前谷経由）のダイヤも令和6年1
月1日から見直されます（前谷線は増便）。詳しく
は同社ホームページでご確認ください。

▶問い合わせ　同課地域公共交通グループ(内線284)、朝日自動車株式会社加須営業所☎0480―61―7330


